
 

 

 

 

 

 

「消防士はどのような仕事をしているの？」「災害出動がない時は何をしているの？」 

よく市民の方からそんな質問があります。 

市民の安全を守る消防士の仕事は多岐にわたり、勤務形態もさまざまです。今回は消

防士の一日（２４時間）に密着してみました。その業務の１日を紹介します。 
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小野市消防本部では、毎日勤務と交替制勤務とに別れています。 

交替制勤務は２つの大隊で構成され、大隊ごとに２４時間交替で

勤務しています。【8：45～翌 8：45】 

大交替終了後、１日の始まりである消防体操を実

施し、災害出動に備え各車両の点検を行います。 

災害出動がない時は、各担当課に分

かれて事務処理を行っています。火

災の原因調査や救急調査、届出や申

請書類の審査、事業者との事前相談

等の来客対応を行います。 

総務課・予防課・消防課・

救急救助課にそれぞれ配属

されています。 

事前に書類審査した建物等の検査をし
ます。その日の検査結果は、早急にまと
め、次の検査の準備を整えます。 

放水訓練や三連梯子、ロープを使った訓
練等（基本訓練から応用訓練まで）で、
実践への対応力を磨きます。 

各種災害の出場指令がかかれば、何より
も優先して現場に駆け付けます。 

各課の事務処理、出場書類等
の作成、体力練成等、自主教
養を行っています。 

職員が２時間毎、交代で夜
間１１９番受付勤務を行
います。 火災業務は火災による消火、要救助者の検

索、救出を実施します。火災現場では常に危
険と隣り合わせのため、日頃から冷静に行
動・判断することが大切です。 

救助業務は人命救助を最優先に、要救助者
を安全に救助・救命することを任務として
います。 

救急業務は、事故及び急病人等の傷病者に対
して適切な処置をし、傷病者に適した医療機
関へ迅速に搬送します。 

指令業務は、１１９番通報の受信から出場隊
への指令まで、多種多様な情報支援活動を行
います。 
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時間を問わず災害
は発生します。各種
災害の出場指令が
かかれば、いつ、ど
んな時でも現場に
駆け付けます。 
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